
日 薬 業 発 第 1 4 号 

平成 30 年 4 月 11 日 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副会長 森 昌平 

 

 

「児童福祉法の規定に基づく療育の給付、措置等に係る医療の給付に関する 

取扱いについて」の一部改正について 

 

標記について、厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほかから別添のとおり連

絡がありましたのでお知らせいたします。 

本連絡は、児童福祉施設の在所児童等に係る医療の給付における受給者番号

の設定等に関するものです。 

今般、平成 30 年 4 月 1 日より福島市、川口市、八尾市、明石市、鳥取市、松

江市が中核市となることに伴い、新たな公費負担者番号が設定されたとのこと

です。 

つきましては、貴会会員にご周知下さいますようお願い申し上げます。 
















































